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滋賀県下水道審議会 第 10 回経営部会の開催について 

 

滋賀県下水道審議会 第 10 回経営部会について下記のとおり開催します。なお、会議は公

開の予定です。 

 

開催概要 

 

 日時： 令和６年９月 10 日（火） 10 時～12 時（予定） 

 

 場所： 滋賀県庁本館４階 ４－Ａ会議室 

 

 議題： （１）地方公営企業法の適用について 

 

※本県の琵琶湖流域下水道事業においては、平成 31 年４月から地方公営企業法

の財務にかかる規定のみを適用する「一部適用」とすることとしています。

このたび、本県の特性や事業の将来のあり方を考慮し、望ましい組織体制に

ついて検討してまいります。 

 

 傍聴： 定員は４名程度（先着順）です。 

    傍聴を希望される場合は、９月９日（月）の 15 時までに上記の連絡先まで 

お申し込みください。 

発熱・咳等の症状のある方のご参加は控えていただきますようお願いします。 

 

 取材： 取材を希望される場合は、事前に連絡願います。 

  

 今後： 会議の開催結果については、後日、県庁の県民情報室に会議概要を備え付ける   

とともに、滋賀県ホームページで公開する予定です。 
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